
令和５年度岩手県環境保健研究センター機関評価実施結果 

１ 目的 

  「岩手県試験研究評価ガイドライン」及び「岩手県環境保健研究センター機関評価及び研究評価

実施要領」に基づき、組織、運営、研究、人材育成の面から機関評価を行い、当センターの使命・

役割の遂行状況を確認し、効率的な業務運営の推進を図る。 

２ 機関評価の開催日時等 

(1) 日時 令和５年 11 月６日（月）14:40～16:00

(2) 場所 岩手県環境保健研究センター 大会議室

３ 環境保健研究センター評価協議会構成員 

氏  名 所属等 

坂 田 清 美 
学校法人岩手医科大学名誉教授 

公益財団法人岩手県予防医学協会予防医学部長 

石 川 奈 緒 国立大学法人岩手大学理工学部准教授 

渋 谷 晃 太 郎 公立大学法人岩手県立大学研究・地域連携本部地域連携コーディネーター 

中 村 克 典 
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所産学官民連

携推進調整監 

村 上 賢 二 国立大学法人岩手大学農学部教授 

米 倉 裕 一 地方独立行政法人岩手県工業技術センター理事兼地域産業技術統括部長 

４ 評価期間 

  令和２年度～令和４年度 

５ 機関評価結果 

  評価の基準は次のとおり。 Ａ：適当  Ｂ：要改善  Ｃ：不適当 

評価項目 評価 評価視点 主な意見等 対応方針案

機関の運営方

針・研究推進

計画に関する

こと 

Ａ：６ (1)県の政策・

施策推進と業

務運営方針の

整合性・妥当

性

・いわて県民計画に基づき、的確に

対処していると評価できる。過去

３年間は特にコロナ対策において

重要な役割を果たした。

・県の政策・施策に沿い、かつ臨機

応変な業務運営がなされている。

・最優先として新型コロナウイルス

感染症への対応を高く評価してい

る。

・今後も県庁関

係各室課等と連

携を図りなが

ら、県の政策・

施策に寄与する

よう進めます。

・引き続き、「県

民本位」の視点

に基づき、県民

や関係機関等の

ニーズを的確に

反映した研究課

題を設定しま

す。

(2)県の政策・

施策と研究推

進計画の整合

性・妥当性

・健康・余暇、安全、自然環境の幅

広い分野にわたり質の高い研究と

それを応用した実践ができてお

り、評価できる。

・県の政策・施策の内、センターの

役割に寄与する研究が適切に推進

されている。

・コロナ対応の中、研究にも対応さ

れている。
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(3)研究への県

民、企業等のニ

ーズ反映の状況

・行政、県民に幅広く公表し、県民

のニーズの把握に務め、対応の努

力をしていると認める。

・ニーズを捉えた研究テーマの設定

がなされている。

・新型コロナ対策という突発的事態

にも機関として適確に対処した。

・研究の要望に対し丁寧に対応して

いる。

２組織体制に

関すること 

Ａ：６ (1)業務全般に対

するマネジメ

ントの実施

状況

・外部組織、県庁内組織、庁内組織

を活用し、効率的な業務運営、研究

の質の向上に積極的に取組んでいる

と認める。

・適切に実施されている。

・今後とも外部

評価組織等を有

効に活用し、業

務全般に関する

マネジメントを

適切に実施しま

す。

３人員の配置

及び研究員の

育成に関する

こと 

Ａ：２

Ｂ：４ 

(1)人材配置の

状況

・広範囲な業務に対応して適正に人

材を配置していると認める。

・業務量に応じた人材の配置がなさ

れ、補充も適切に行われている。

・定年に近い研究者が多く、若手が

少ない。計画的に専門知識を有する

人材の採用を行う必要がある。

・職員の年齢構成がいびつであるの

で改善を期待する。

・試験検査、監

視測定、危機対

応の充実強化及

び研究の継続性

を考慮した適正

な人員配置に努

めます。

・今後も、再任

用職員から若手

職員への技術等

の継承を確実に

進めるほか、外

部研修会や学会

に積極的に参加

し知見を広める

など、職員の育

成を進めます。

(2)研究者の育

成方策

・長く取り組んでいる岩手県独自の

野生動物の保護・生息状況に関する

研究や最先端の分析機機器を用いた

研究は研究者の育成に時間を要す

る。引き継ぎも踏まえ、十分な時間

と人数で研究者の育成に取り組んで

いただきたい。

・研究者の育成については、近年の

研究の高度専門化への対応が求めら

れており、専門機関との連携をさら

に強化し人材育成を図る必要があ

る。

・コロナ禍の中であったが、可能な

範囲での研修機会の確保がなされ

た。

・Webを使用した外部研修を積極的

に受講している。
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４予算の配分

と研究施設・

整備に関する

こと 

Ａ：６ (1)業務内容に

関する経常的経

費（施設管理費

等）と政策的経

費（研究費等）

の関係

・試験研究費、管理運営費、情報シ

ステム費の予算配分は適切と認め

る。

・新型コロナ対応で要求された業務

量に対し、県庁との調整等も行いな

がら適確な対応がなされた。

・安定的な予算確保がされている。

・研究費等につ

いては、県民ニ

ーズを反映した

課題設定が行え

るよう、今後と

も継続して必要

な予算の確保に

努めます。

(2)研究に必要

な施設・設備の

確保

・PCR等の機器を迅速に導入し、コ

ロナ感染症への早急な対応が行われ

たことは高く評価できる。

新型コロナウイルス感染症の流行等

に対応し適切な施設・機器の更新を

実施していると認める。

・きびしい財政事情の中、高度な検

査、研究を推進するための施設・設

備が確保されている。

・計画的に整備されている。

・施設・設備に

ついては、今年

度更新計画を作

成したところで

あり、必要な予

算の確保に努

め、計画的な更

新に努めます。

５大学・企業

等との連携、

外部資金の導

入、受託研究

への対応に関

すること 

Ａ：５ 

Ｂ：１ 

(1) 大学、企業

等との効果的な

連携の実施

・それぞれの専門分野に応じて、適

切に大学、企業等との連携がなされ

ていると認める。

・国内外を通じた広い連携の実施を

評価する。

・大学他多くの研究機関連携を実施

している。

・引き続き、大

学等との連携を

進め共同研究に

取り組むととも

に、研究実績を

積み上げ、さら

なる外部資金の

獲得に努めま

す。(2) 積極的な競

争的資金への応

募

・外部資金は限られているが、継続

的に獲得できていると認める。

・毎年度厚労科研費を取っており評

価出来る。

・実施されている研究や人員のレベ

ルの高さからすれば、さらなる外部

資金獲得が可能と考えられる。

(3) 受託研究へ

の十分な対応

・受託研究により質の高い研究が推

進できていると認める。

センターのミッションの枠内で適切

な対応がなされている。
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６研究開発に

関すること 

Ａ：６ (1)研究課題の

マネジメント

（研究課題設定

方法、進行管

理、研究評価）

の実施状況

・外部の有識者の評価を受け、適切

に推進されていると認める。

・行政、県民のニーズを反映した課

題設定、綿密な進行管理と研究評価

により適切に研究課題の管理がなさ

れている。

・課題の吸上げ、決定、進捗管理、

評価等確実に行われている。

・今後も、県民

ニーズを的確に

反映した研究課

題の設定を行う

とともに、適切

な進行管理・評

価を行っていき

ます。

７研究成果の

活用に関する

こと 

Ａ：６ (1) 研究成果の

実用化、事業化

の状況

・環境省や厚生労働省が整備する公

定法の開発への貢献が評価できる。

・残留農薬の試験法、環境水中の未

規制物質の分析等実用化、事業化で

成果を上げている。

・化学物質分析手法や希少生物保全

技術など開発された成果が着実に社

会実装されている

・研究成果を行政施策に反映できて

いると思われる。

・試験法の改良、開発に貢献してい

る。

・今後も、各種

試験法や分析法

の整備に貢献す

るほか、成果に

ついて関係機関

と情報共有を図

るなど、研究成

果の普及・発信

に取り組んでい

きます。

(2) 研究成果の

普及状況

・研究成果を積極的に発信し、普及

を図っていると認める。

・多数の研究成果が県行政の現場等

に反映されている。

・違反などの対する科学的根拠を見

出す分析法に迅速に対応している。

(3)研究成果の

知的財産権化、

活用の的確性

・２件の特許を取得し成果を上げて

いる。

・知財化が必要な案件について適切

な対応がとられている。

８業務の情報

発信に関する

こと 

Ａ：５ 

Ｂ：１ 

(1)情報発信状

況（対象、内

容、方法）

・広報誌、ホームページ、イベント

などで情報発信を積極的に行ってい

ると認める。

・広報誌、HPを通じ効果的な情報発

信が行われている。コロナ禍で公開

行事が実施できなかったことはやむ

を得ない。

・HP等で積極的に情報発信をしてい

る。

・広報誌、ホー

ムページやイベ

ント参加によ

り、引き続き、

関係機関や県民

等に向けた効果

的な情報発信に

取り組んでいき

ます。
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９総括的事項 Ａ：６ (1) 機関設立の

意義・目的と業

務内容の整合性

・全体として質の高い、研究、業務

推進、情報発信ができており、評価

できる。

・環境保健行政推進のための科学

的・技術的中核機関としての検査業

務、調査研究、研修指導を着実に実

施し、成果を効果的に発信し、県民

生活に貢献している。

・設立の意義目的と整合性のとれた

業務内容となっている。特にコロナ

対応は特筆すべきものである。

・引き続き、環

境・保健行政を

推進するための

科学的・技術拠

点として必要な

試験検査、監視

測定、調査研究

及び情報発信等

を行うととも

に、現場・県民

ニーズを的確に

反映した研究課

題の設定や行政

検査の充実強化

に必要な人材の

育成・確保と体

制整備に努めて

いきます。
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